








関係
機関

・司法・警察関係
・更生保護関係
・福祉関係
・就労関係
　（ハローワーク、
　 協力雇用主など）

・地元自治体
・学校関係
・地元企業・病院
・地域の保護司会
・更生保護女性会

地域
社会

多機関連携

　大阪矯正管区には８つの少年院
（分院含む）があります。各施設は、
在院者に対し、教育方針及び日
課を定めて処遇を行います。

少年院

生活指導 職業指導

少年院の２つの柱

7 8

少年院

少年院の教育活動
退院者等からの
相談制度

庶務課 教育・支援部門

医務課

矯正教育

　在院者の犯罪的傾向を矯正
して、社会生活に適応するた
めに必要な知識及び生活態度
を習得させます。

社会復帰支援

　関係機関との連携の下、在
院者の生活環境の調整、修学
に向けた支援や就労支援等に
取り組みます。

少年院の一日の流れ（例）
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起床・洗面

朝食・自主学習等

朝礼・運動・診察

教科指導・職業指導

昼食・役割活動

生活指導（特定生活指導）

体育指導

特別活動指導

夕食・役割活動

日記記入

集会活動等

テレビ視聴等
余暇等

就寝

　規則正しい生活習慣を身に付けるため、
起床から就寝まで、余暇時間を含めてス
ケジュールが決められており、それに従っ
て行動します。

　庶務課では、人事、文書管理、経理、
給与等の業務を行っています。
　法務教官が在院者の食事を調理するこ
ともあります。また、管理栄養士が勤務し
ている施設もあります。

　医務課では、在院者の診察・診療を行
うほか、定期の健康診断、保健講話など
を担当しています。常勤又は非常勤の医
師のほか、看護師、薬剤師などが勤務し
ている施設もあります。

　教育・支援部門には、在院者の処遇や保護者、外部関
係機関等との連絡調整を担当する職員がいます。法務教
官は、在院者の生活を２４時間見守りながら、生活指導
や職業指導など改善更生・健全育成を目指しています。
その他に、法務技官、職業指導や教科指導などに協力い
ただく外部講師、帰住や就
労、福祉関係等の調整を行
う精神保健福祉士、社会福
祉士、就労支援スタッフが
配置されている施設もあり
ます。

　在院者の問題性の改善と健全なもの
の見方、考え方、行動の仕方などを育
成することを目指します。そのため、特
定生活指導（全国統一のプログラム）
も受講させます。

　働く意欲、態度、習慣などを身に付け、
資格取得を目指します。
　電気工事士や大型特殊自動車の運転
免許を取得できる施設もあります。

教科指導

特別活動指導

　義務教育、高等学校教育に準じた教
育のほか、補習指導を通じて、社会復
帰に資する基礎学力を身に付けさせるこ
とを目指します。

体育指導
　サーキットトレーニング、水泳、持久
走などに取り組み、体力向上はもとより、
忍耐力、自己肯定感などを養います。

　社会見学、社会貢献活動、野外活動、クラブ活動、レクリエーション、各種行事等を通じて、
情操をかん養するとともに、自主、自律及び共同の精神を身に付けることを目指します。

育児プログラム（もく浴） 介護福祉科

資格取得講座（大型建設機械） カッター訓練奉仕活動社会見学特定生活指導

　退院又は仮退院をした者や保護者等か

ら、交友関係や進路選択、その他健全な

社会生活を営む上での問題に対する相談

があった際は、少年院の担当の法務教官

等が相談に応じています。

法務教官による職業指導（溶接）

外部講師によるマインドフルネス 就労支援スタッフによる講話

　少年院では、法務教官をはじめ、多くの専門家、協力者、外部機関が連携し、在院者の
処遇に当たるとともに、社会復帰のための支援などを行っています。

少年院視察委員会 法務大臣が任命した委員で組織され、施設運営に関して
少年院長に意見を述べる機関。








